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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第101期 第102期 第103期 第104期 第105期

決算年月 2016年９月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 2020年９月

売上高 (千円) 6,470,115 5,497,476 6,241,254 5,518,606 5,700,318

経常利益 (千円) 219,334 432,746 180,601 160,850 156,176

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 233,000 203,106 105,080 108,618 151,750

包括利益 (千円) 233,321 203,106 105,080 108,618 151,750

純資産額 (千円) 1,903,984 2,075,235 2,148,441 2,225,214 2,348,720

総資産額 (千円) 4,249,085 3,649,231 4,110,495 4,024,856 4,487,367

１株当たり純資産額 (円) 298.94 325.83 337.33 349.38 368.21

１株当たり当期純利益 (円) 36.58 31.89 16.50 17.05 23.83

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 44.8 56.9 52.3 55.3 52.3

自己資本利益率 (％) 12.9 10.2 5.0 5.0 6.6

株価収益率 (倍) 9.4 19.4 36.1 31.3 33.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 132,629 732,560 △936,030 1,244,249 94,006

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △33,160 120,509 △25,175 △199,719 40,538

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 16,096 △37,640 △39,675 △39,643 313,958

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,011,675 1,827,104 826,223 1,831,109 2,279,613

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
134 145 148 156 161

〔120〕 〔130〕 〔135〕 〔144〕 〔138〕
 

(注) １. 売上高には消費税等は含まれておりません。

２. 第101期、第102期、第103期及び第104期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

３. 第105期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、条件付発行可能

潜在株式として取り扱われる新株予約権であり、所定の条件を満たしておらず希薄化効果を有していないた

め、記載しておりません。

４. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第104期の期

首から適用しており、第103期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第101期 第102期 第103期 第104期 第105期

決算年月 2016年９月 2017年９月 2018年９月 2019年９月 2020年９月

売上高 (千円) 5,556,931 4,773,120 5,261,213 4,665,490 5,025,975

経常利益 (千円) 152,296 398,444 206,725 154,526 149,855

当期純利益 (千円) 161,589 486,799 163,004 104,510 146,989

資本金 (千円) 989,669 989,669 989,669 989,669 989,669

発行済株式総数 (千株) 6,375 6,375 6,375 6,375 6,375

純資産額 (千円) 1,599,051 2,053,995 2,185,125 2,257,790 2,376,534

総資産額 (千円) 3,843,394 3,527,856 4,032,568 3,956,666 4,429,933

１株当たり純資産額 (円) 251.06 322.50 343.09 354.50 372.58

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 (円) 25.37 76.43 25.59 16.41 23.08

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 41.6 58.2 54.2 57.1 53.6

自己資本利益率 (％) 10.6 26.7 7.7 4.7 6.3

株価収益率 (倍) 13.6 8.1 23.3 32.5 34.1

配当性向 (％) 19.7 6.5 19.5 30.5 21.7

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
107 113 117 131 139

〔25〕 〔30〕 〔23〕 〔23〕 〔22〕

株主総利回り (％) 92.1 166.0 161.5 145.9 214.5
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％) (95.8) (123.9) (137.3) (123.1) (129.1)

最高株価 (円) 436 854 666 870 1,217

最低株価 (円) 240 328 507 275 463
 

(注) １. 売上高には消費税等は含まれておりません。

２. 第101期、第102期、第103期及び第104期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

３. 第105期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、条件付発行可能

潜在株式として取り扱われる新株予約権であり、所定の条件を満たしておらず希薄化効果を有していないた

め、記載しておりません。

４. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第104期の期

首から適用しており、第103期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の

指標等となっております。

５. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
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２ 【沿革】
 

年月 事項

1935年12月 東京府東京市京橋区北槇町６番地(現 東京都中央区京橋一丁目)に株式会社山加商会を設立

1948年９月 山加電業株式会社に商号変更

1949年10月 仙台市に仙台営業所(現 東北送電事業本部)を設置

1950年３月 関西電力株式会社（現 関西電力送配電株式会社）より、日本で初の27.5万ボルト送電線工事「北

陸幹線工事」を受注

1950年10月 建設省より、「高田予備隊施設電気工事」を受注

1958年７月 名古屋市に名古屋営業所(現 中部送電事業部)を設置

1959年３月 大阪市に大阪営業所(現 関西事業部)を設置

1961年５月 電気工事業者としては日本で初の海外送電線工事「南ベトナム・ダニム・サイゴン間送電線工事」

を受注

1963年９月 東京都渋谷区渋谷一丁目に本社を移転

1965年６月 東京電力株式会社（現 東京電力パワーグリッド株式会社）より、日本で初の50万ボルト送電線工

事「房総線工事」を受注

1976年９月 イランより、12線路、総長900キロメートル工事「イラン・コーラサン地区送電線工事」を受注

1979年10月 東京都渋谷区渋谷二丁目に本社を移転

1982年11月 資本金を２億円余に増資

1986年８月 東京電力株式会社（現 東京電力パワーグリッド株式会社）より、光ファイバー工事を受注し通信

情報産業に対応する技術開発を推進

1988年10月 東京電力株式会社（現 東京電力パワーグリッド株式会社）より、日本で初の100万ボルト送電線工

事「群馬山梨幹線工事」を受注

1991年12月 東京電力株式会社（現 東京電力パワーグリッド株式会社）より、共同企業体の代表会社として、

100万ボルト送電線工事「北栃木幹線新設工事」を受注

1994年10月 東京電力株式会社（現 東京電力パワーグリッド株式会社）より、共同企業体の代表会社として、

100万ボルト送電線工事「南いわき幹線新設工事」を受注

1995年２月 日本証券業協会に株式を店頭登録

1998年３月 資本金を８億２千３百万円余に増資

2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

2005年９月 東京都新宿区西早稲田二丁目20番９号に本社を移転

2006年５月 資本金を９億８千９百万円余に増資

2008年７月 宮城県石巻市に石巻営業所を設置

2010年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）に

株式を上場

2010年８月 宮城県蔵王町に仙台機材センターを設置

2012年２月 株式会社東京管理(現 連結子会社)の全株式を取得

2012年12月 東京都豊島区南池袋一丁目に本社を移転

2013年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタン

ダード）に株式を上場

2017年12月 株式会社ＥＴＳホールディングスに商号変更
 

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

 4/82



 

３ 【事業の内容】

当社グループは当社及び子会社１社により構成され、主に送電線工事、電気設備工事及び情報通信工事を施工する

電気工事業と、ビル清掃、マンション管理、建物設備メンテナンス及び管理業務受託を行う建物管理・清掃業を営ん

でおります。

事業内容と当社及び関係会社の当該事業にかかる位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

 

 

セグメント
の名称

区分 内容 当社及び関係会社

電気
工事業

送電事業

架空送電線建設工事、地中送電線建設工
事、変電所工事、土木工事等の測量設計
、送電線建設工事用機械工具の開発及び
製造販売、海外工事（送電線建設工事）

当社

設備事業

電気設備工事設計施工、計装設備工事設
計施工、情報通信設備工事設計施工、防
災防犯設備工事設計施工、特高変電所工
事、情報通信工事（移動体無線中継基地
の基礎・組立・外構・アンテナ工事）、
その他新規事業

当社

建物管理
・清掃業

マンション管理事業
建物設備メンテナンス
管理業務受託事業
ビル清掃・管理事業

マンション管理、建物設備メンテナンス
及び管理業務受託、ビル清掃、有人警
備、機械警備、内装工事設計施工、産業
廃棄物処理業

株式会社東京管理

 

 

事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金

(千円)

主要な事業

の内容

議決権の

所有(被所有)割合
関係内容

所有割合

(％)

被所有割合

(％)

(親会社)       

アムス・インターナショナ

ル株式会社
東京都豊島区 489,750

サ ブ リ ー ス 事

業・土地建物の

売買及び仲介等

―

47.3

（14.1)

[14.1]

社宅の賃借

(注)４、５、６、７

(連結子会社)       

株式会社東京管理

(注)３
東京都豊島区 30,000

建物管理・清掃

業
100.0 ― 清掃の委託

 

(注) １. 上記子会社のうち、特定子会社に該当する会社はありません。

２. 上記親会社及び連結子会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

３. 株式会社東京管理については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。

   主要な損益情報等 ① 売上高         675,050千円

                     ② 経常利益         6,326 〃

                     ③ 当期純利益       4,516 〃

                     ④ 純資産額       151,934 〃

                     ⑤ 総資産額       237,929 〃

４. 同社が自己の計算において所有している議決権と同社の緊密な者が所有している議決権とを合わせて過半数

を占めているため、親会社となっております。

５. 議決権の被所有割合は、自己株式を除いたものであります。

６. 議決権の被所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数となっております。

７. 議決権の被所有割合の［ ］内は、同社の緊密な者の所有割合で外数となっております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2020年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

電気工事業
109
(22)

建物管理・清掃業
22

(116)

全社(共通)部門
30
(－)

合計
161
(138)

 

(注) １. 従業員数は、就業人員数であります。

２. 上記従業員数には、嘱託契約の従業員（9名）を含み、非常勤顧問（1名）を除いております。

３. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。

４. 全社（共通）部門は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

 

(2) 提出会社の状況

2020年９月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

139
37.9 7.6 5,250,900

(22)
 

 

当社は電気工事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載に代えて事業部門別の概況を記載してお

ります。

事業部門の名称 従業員数(名)

送電事業部門
68
(22)

設備事業部門
41
(－)

全社(共通)部門
30
(－)

合計
139
(22)

 

(注) １. 従業員数は、就業人員数であります。

２. 上記従業員数には、嘱託契約の従業員（9名）を含み、非常勤顧問（1名）を除いております。

３. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。

４. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

５. 平均年齢、平均勤続年数の算出には、嘱託契約の従業員(9名)及び非常勤顧問(1名)を除いております。

６. 全社（共通）部門は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満な関係にあり特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「人を大切にする心と、建設業界を通じて社会に貢献する企業をめざします」を経営理念と

し事業活動を行っております。

 
(2) 目標とする経営指標

当社グループは、企業価値を高めることが重要な課題であると考え、受注の拡大と利益率の向上に取り組んで

まいります。具体的な収益性については、売上高営業利益率5.0％を目標としております。

 
(3) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

国内経済は、緩やかな回復基調で推移したものの、2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の世界規模での

流行の影響を受け、経済活動の停滞や個人消費が落ち込むなどにより、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する建設業界におきましては、公共投資は底堅く推移しているものの、新型コロナウイルス

感染症の拡大の影響を受け、民間設備投資を中心に受注環境が厳しさを増しております。

一方、エネルギー需要においては、持続可能な社会、脱炭素社会の実現に向けて世界的なＣＯ２削減、ＥＳＧ

投資に流れが進んでおり、今後ますます公共機関や民間における再生可能エネルギー、省エネルギーの普及が高

まってくるものと想定されます。

このような状況のなか、当社グループは、引き続き主力事業の更なる強化を図るとともに、関連する分野への

挑戦、お客様のニーズにお応えできる当社独自の提案営業を積極的に展開し、受注・売上の確保・拡大を図って

まいります。

そのために、若手技能工の採用や、熟練技能工から若手社員への技術承継などによる既存社員の技術水準の底

上げを図り高度な施工技術力を維持向上するなどにより、競争力を高め、良質な設備投資案件の受注に注力し、

企業体質の一層の強化に取り組んでまいります。
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２ 【事業等のリスク】

本書に記載しております事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクには、次のよう

なものがあります。ただし、将来の業績や財政状態に与えうるリスクや不確実性は、これらに限定されるものではあ

りません。また、以下に記載のリスクの顕在化する可能性の程度や時期、業績に与える影響について、合理的に予測

することは困難であるため記載しておりません。

 
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

（1） 受注及び完成工事高

① 競合による受注価格の低下

厳しい市場環境のもと業者間の受注競争状態にあることから、価格競争がより一層熾烈化した場合には、当社

グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

② 取引先への依存リスク

当社グループの販売依存度が継続して売上高実績の10％を超える得意先は下表のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2018年10月１日
 至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
 至 2020年９月30日)

相手先 金額(千円) 割合(％) 相手先 金額(千円) 割合(％)

東北電力ネットワーク
株式会社

1,967,585 35.7
東北電力ネットワーク
株式会社

1,860,152 32.6
 

これら得意先からの受注動向がグループ全体の経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（2） 経済状況

① 建設業界の動向

想定を超える民間設備投資や公共投資の増減による建設市場規模の変化が続いた場合には、競合他社との受注

競争が更に激化し、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

② 資材価格・労務費の変動

国内外の経済情勢などの影響により、資材価格・労務費が高騰した場合には当社グループの業績及び財政状態

等に影響を及ぼす可能性があります。

 
（3） 反社会的勢力リスク

建設作業所等において反社会的勢力からの接触を受け、錯誤等により何らかの取引を行ってしまった場合に

は、社会的信用の失墜と営業活動が制限されるリスクが生じます。

このリスクに対応するため、取引を行う場合には反社会的勢力でない旨の誓約書の締結を行っております。ま

た定期的な全役職員へのメール配信等による注意喚起を行っております。

なお、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、速やかに警察等の外部機関に通報し、組織的に対応いた

します。また、契約後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には、必要に応じて警察と協議のう

え、速やかに契約を解除することとしております。

 
（4） 大規模災害による影響

大規模災害等の発生及びそれに伴うライフラインの停止や燃料・資材・人員の不足による工事の中断・遅延、

事業所の建物・資機材への損害等の不測の事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態等に影響を及

ぼす可能性があります。
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（5）新株予約権行使による株式価値の希薄化

当社は、当社取締役に対し、新株予約権を付与しております。これら新株予約権の行使が行われた場合、保有株

式の株式価値が希薄化する可能性があります。

なお、2020年９月30日現在における新株予約権による潜在株式数は600,000株であり、発行済株式総数6,375,284

株の9.4%に相当します。

 
（6） 感染症流行リスク

新型コロナウイルス等の感染症の流行に伴い、役職員やその家族、取引先、作業員等が感染し、就業不能と

なった場合には、受注機会の減少や工事採算の悪化等が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

このリスクに対応するため、流行発生時の対応計画を策定し、役職員や作業員等への啓発を行うとともに、必

要な消毒液を常備し、マスクの着用を義務付けております。

なお、今般の新型コロナウイルス感染症に対しては、フレックスタイム制度（時差出勤）及びテレワーク（在

宅勤務）の実施に加え、不要不急の出張や社内外への会議等の出席についてもオンラインに切り替えて実施して

おります。今後も状況を注視しつつ、機動的に対策を講じてまいります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下、「経営成績等」という。）の状況の概要及び経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討

内容は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

 
（1）経営成績等の状況の概要

① 財政状態及び経営成績の状況

ａ．経営成績

当連結会計年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症による世界的流行の影響により経済活動と

個人消費が停滞し、大変厳しい状況が継続しました。国内外の新型コロナウイルス感染症の終息が見通せず、景気

の先行きは依然として不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、公共投資は比較的堅調に推移しているものの、民間設備投資は新型コロナウイルス感

染症の拡大による影響を受けており、受注環境は厳しさを増しております。

このような状況のなか、当社グループは、工事量と利益確保の経営方針を継続し、営業活動の積極的な展開と、

労働生産性の向上をはじめとした原価の低減に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症による悪化影響も最小

限に留めてまいりました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度受注高は、40億５千１百万円（前連結会計年度比30.2％減）、売上

高は57億円（前連結会計年度比3.3％増）となりました。

また、利益につきましては、売上高の増加に対して売上総利益が若干低下したことなどにより、営業利益は１億

４千８百万円（前連結会計年度比7.7％減）、経常利益は１億５千６百万円（前連結会計年度比2.9％減）となり、

法人税等調整額を△３千２百万円計上したことにより親会社株主に帰属する当期純利益は１億５千１百万円（前連

結会計年度比39.7％増）となりました。

 
セグメントの業績は、次のとおりであります。

（電気工事業）

送電事業においては、発注元である電力業界を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、発電コストの上昇等

による送配電設備に対するコスト削減の要請は大変厳しくなってきております。

 そのようななか、東北電力ネットワーク株式会社の発注工事を中心に受注の確保に全力を尽くしましたが、受

注高は22億３千万円（前連結会計年度比13.3％減）となりました。売上高は手持工事の進捗を進めた結果、20億

１千９百万円（前連結会計年度比2.3％増）となりました。

 設備事業においては、メガソーラー発電所工事及び特別高圧変電所工事に注力しましたが、一部で新型コロナ

ウイルス感染症による悪化影響もあり、受注高は18億２千万円（前連結会計年度比43.7％減）となりました。売

上高は手持工事の進捗を順調に進めた結果、30億６百万円（前連結会計年度比11.7％増）となりました。

 これらにより、当連結会計年度の受注高は40億５千１百万円（前連結会計年度30.2％減）、売上高は50億２千

５百万円（前連結会計年度7.7％増）、セグメント利益（営業利益）は１億４千９百万円（前連結会計年度5.4％

減）となりました。

（建物管理・清掃業）

建物管理・清掃業においては、修繕工事の獲得等において厳しい競争環境下にあり、販売費及び一般管理費の

削減に努めたものの、当連結会計年度の売上高は６億７千５百万円（前連結会計年度比21.0％減）、セグメント

損失（営業損失）は０百万円（前連結会計年度は２百万円のセグメント利益）となりました。
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ｂ．財政状態

（資産の部）

当連結会計年度末における資産合計は44億８千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億６千２百万円増

加しております。増加の主な要因は、現金預金３億８千３百万円の増加及び未収消費税等１億３千７百万円の増

加などによるものであります。

（負債の部）

当連結会計年度末における負債合計は21億３千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億３千９百万円増

加しております。増加の主な要因は、未払消費税等１億１千９百万円の減少及び短期借入金１億円の減少があり

ましたが、未成工事受入金１億７千１百万円の増加及び長期借入金３億６千２百万円の増加などによるものであ

ります。

（純資産の部）

 当連結会計年度末における純資産合計は23億４千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億２千３百万

円増加しております。増加の主な要因は、利益剰余金１億１千９百万円の増加によるものであります。

なお、自己資本比率は、前連結会計年度末55.3％に対し当連結会計年度末は52.3％と、3.0ポイント減少いたし

ました。

 
② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ４億４千

８百万円増加し、資金残高は22億７千９百万円となっております。

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度12億４千４百万円の資金増加に対し当連結会計年度９

千４百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として未収消費税等の増加額１億３千７百万円及び未

払消費税等の減少額１億１千９百万円もありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益１億５千５百万

円及び未成工事受入金の増加額１億７千１百万円があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度１億９千９百万円の資金減少に対し当連結会計年度４

千万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として定期預金の預入による支出４億円もありましたが、

増加要因として定期預金の払戻による収入４億円及び定期預金の担保解除による収入６千５百万円があったこと

によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度３千９百万円の資金減少に対し当連結会計年度３億１

千３百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として短期借入金の返済による支出10億円及び配当金

の支払額３千１百万円もありましたが、増加要因として短期借入れによる収入９億円及び長期借入れによる収入

４億６千万円があったことによるものであります。

 
③ 生産、受注及び販売の状況

イ 受注実績

 

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％)

電気工事業 4,051,035 △30.2

合計 4,051,035 △30.2
 

(注) １. 当社グループでは、電気工事業以外は受注生産を行っておりません。

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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ロ 売上実績

 

セグメントの名称 売上高(千円) 前年同期比(％)

電気工事業 5,025,975 ＋7.7

建物管理・清掃業 674,343 △21.0

合計 5,700,318 ＋3.3
 

(注) １. 当社グループでは、生産実績を定義することが困難であるため、「生産の状況」は記載しておりません。

２. セグメント間取引については、相殺消去しております。

３. 主な相手先別の売上実績及び総売上実績に対する割合は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
 至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
 至 2020年９月30日)

相手先 金額(千円) 割合(％) 相手先 金額(千円) 割合(％)

東北電力ネットワーク
株式会社

1,967,585 35.7
東北電力ネットワーク
株式会社

1,860,152 32.6

 

４. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
なお、参考のため提出会社単独の事業の状況は次のとおりであります。

また、当社は電気工事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の記載に代えて事業部門別の概況を記載し

ております。

電気工事業における受注工事高及び施工高の状況

ａ．受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高

 

期別 区分

前期繰越

工事高

(千円)

当期受注

工事高

(千円)

計

 

(千円)

当期完成

工事高

(千円)

次期繰越

工事高

(千円)

前期繰越

施工高

(千円)

当期

施工高

(千円)

次期繰越施工高

(千円)
割合

(％)

前事業年度

(自 2018年10月１日

 至 2019年９月30日)

送電 881,643 2,571,638 3,453,282 1,975,316 1,477,965 54,917 1,974,414 54,015 3.7

設備 2,157,844 3,230,385 5,388,229 2,690,174 2,698,055 59,937 2,651,587 21,351 0.8

計 3,039,487 5,802,023 8,841,511 4,665,490 4,176,020 114,855 4,626,002 75,366 1.8

当事業年度

(自 2019年10月１日

 至 2020年９月30日)

送電 1,477,965 2,230,876 3,708,841 2,019,807 1,689,034 54,015 2,046,823 81,031 4.8

設備 2,698,055 1,820,159 4,518,214 3,006,168 1,512,046 21,351 2,994,233 9,417 0.6

計 4,176,020 4,051,035 8,227,056 5,025,975 3,201,080 75,366 5,041,056 90,448 2.8
 

(注) １. 前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、当期受注工事高にその増減額

を含んでおります。

２. 次期繰越施工高は、未成工事支出金を用いて次期繰越工事(手持工事)の施工高を推定したものであります。

３. 次期繰越施工高の割合は、次期繰越工事高に対するものであります。

４. 当期施工高は、(当期完成工事高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致しております。

５. 事業区分間の取引については、相殺消去しております。

６. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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ｂ．受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別されます。

 

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％)

前事業年度
(自 2018年10月１日
 至 2019年９月30日)

送電事業 99.5 0.5 100.0

設備事業 75.7 24.3 100.0

当事業年度
(自 2019年10月１日
 至 2020年９月30日)

送電事業 73.9 26.1 100.0

設備事業 72.0 28.0 100.0
 

(注) １. 百分比は請負金額比であります。

２. 特命には競争以外のその他を含めて表示しております。

 

ｃ．完成工事高

　

期別 区分
電力会社
(千円)

官公庁
(千円)

民間
(千円)

計
(千円)

前事業年度
(自 2018年10月１日
 至 2019年９月30日)

送電事業 1,969,785 ― 5,531 1,975,316

設備事業 68,107 78,533 2,543,532 2,690,174

計 2,037,893 78,533 2,549,063 4,665,490

当事業年度
(自 2019年10月１日
 至 2020年９月30日)

送電事業 2,018,757 ― 1,050 2,019,807

設備事業 21,040 125,574 2,859,553 3,006,168

計 2,039,797 125,574 2,860,603 5,025,975
 

(注) １. 事業区分間の取引については、相殺消去しております。

２. 完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

　

前事業年度 請負工事金額１億円以上の主なもの

発注者 工事件名

LOHAS CLEAN ENERGIES WORLD株式
会社

LOHAS ECE修善寺発電所（10.7712MW）

ソラリグ・ジャパン・サービシズ
合同会社

石川県志賀町メガソーラー発電所 特高変電所、22KV送電線路工
事

東洋エンジニアリング株式会社
パシフィコ・エナジー美並メガソーラー発電所建設工事 特高変
電設備据付工事

株式会社ジェイウィンドウ くずまき第二風力発電計画

オルティス・エナジー・ジャパン
株式会社

山口県美祢市 美祢太陽光発電プロジェクト（連系変電所建設工
事）

 

　

当事業年度 請負工事金額１億円以上の主なもの

発注者 工事件名

東北電力ネットワーク株式会社 田人太陽光支線新設工事（２工区）

シン・エナジー株式会社 七戸町卒古沢太陽光発電所建設工事

株式会社喜志 十和田市深持太陽光発電所（特高変電所工事）

東京消防庁 東京消防庁赤羽消防署庁舎（29）改築電気設備

ヘップエナジージャパン株式会社 ヘップ上郡太陽光発電所
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３. 主な相手先別の完成工事高及び完成工事高総額に対する割合は、次のとおりであります。
　

前事業年度
(自 2018年10月１日
 至 2019年９月30日)

当事業年度
(自 2019年10月１日
 至 2020年９月30日)

相手先 金額(千円) 割合(％) 相手先 金額(千円) 割合(％)

東北電力ネッ
トワーク株式
会社

1,967,585 42.2
東北電力ネッ
トワーク株式
会社

1,860,152 37.0

 

 
４. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
ｄ．手持工事高

2020年９月30日現在

区分
電力会社
(千円)

官公庁
(千円)

民間
(千円)

計
(千円)

送電事業 1,689,034 ― ― 1,689,034

設備事業 1,029 ― 1,511,017 1,512,046

計 1,690,063 ― 1,511,017 3,201,080
 

(注) １. 手持工事のうち請負金額１億円以上の主なものは、次のとおりであります。

 

発注者 工事件名 完成予定

東北電力ネットワーク株
式会社

頚城線増強工事（６工区） 2021年９月

ティーダ・パワー45合同
会社

宮城大河原発電所（7.51535MW）建設工事 2020年12月

東邦電気工業株式会社 パシフィコ・エナジー赤穂メガソーラー発電所 建設工事 2021年４月

レイズネクスト株式会社 パシフィコ・エナジー備前メガソーラー発電所 建設工事 2020年12月

中部電力パワーグリッド
株式会社

下村田口線下村（発）～№58間経年支持物建替 2025年１月

 

 

２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は、次のとおりでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

① 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と求められる会計基準に基づき作成しておりま

す。連結財務諸表の作成にあたり、連結貸借対照表上の資産・負債の計上額、及び連結損益計算書上の収益、費用

の計上額に影響を与える会計上の見積り及び仮定を用いております。当該見積りにつきましては、過去の実績や状

況に応じて合理的と考えられる様々な要因に関して適切な仮定の設定、情報収集を行い、見積り金額を計算してお

りますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果とは異なる場合があります。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大による会計上の見積りへの影響については、「第５ 経理の状況 １ 

連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 注記事項（追加情報）」に記載しております。
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ａ．繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について定期的に回収可能性を検討し、当該資産の回収が不確実と考えられる部

分に関しては評価性引当金を計上しております。回収可能性の判断においては、将来の課税所得見込額を実行可能

なタックス・プランニングを考慮して、将来の税金負担額を軽減する効果を有すると考えられる範囲で繰延税金資

産を計上しております。

将来の課税所得見込額は経営環境等により変動するため、課税所得の見積りに影響を与える要因が発生した場合

は、回収可能性の見直しを実施し繰延税金資産の修正を行います。

 
ｂ．工事売上高及び工事損失引当金の計上

当連結会計年度までの進捗部分について、成果の確実性を見積もることができる工事については工事進行基準

（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を適用し工事売上高を計上しております。発注者との交渉の状況によって

工事売上高総額が変動した場合や想定していなかった原価の発生等により工事原価総額や進捗度が変動した場合

は、工事売上高や工事損失引当金の計上額が変動する可能性があります。

 
② 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

ａ．経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度における売上高は、57億円（前連結会計年度比3.3％増）となりました。これは手持工事の

進捗を順調に進めたことによるものであります。

（営業利益）

営業利益につきましては、売上高営業利益率5.0％を目標とし、工事採算の向上及び販売費及び一般管理費

の削減に努めましたが、受注価格競争の影響により売上高営業利益率は2.6％にとどまり、１億４千８百万円

（前連結会計年度比7.7％減）となりました。

（経常利益）

経常利益につきましては、助成金収入10百万円を計上したこと等により、１億５千６百万円（前連結会計年

度比2.9％減）となりました。

（親会社株主に帰属する当期純利益）

親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、１億５千１百万円（前連結会計年度比39.7％増）となり

ました。

 
ｂ．財政状態の分析

当連結会計年度の財政状態につきましては、「３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載しております。

ｃ．キャッシュ・フローの分析

事業部門別の業績等の概要及びキャッシュ・フローの状況につきましては、「３ 経営者による財務状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」

に記載しております。

 
ｄ．資本の財源及び資金の流動性

当社グループの資金需要の主なものは、建設事業における工事代金の立替支出や販売費及び一般管理費等の営

業活動に伴う支出及び設備投資に伴う支出であります。運転資金及び設備投資資金については、自己資金及び金

融機関からの借入により資金調達を行うことを基本とし、必要に応じて多様な調達手段も検討することを方針と

しております。

なお、資金調達を機動的に行う観点から金融機関との間で当座貸越契約を締結しております。
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４ 【経営上の重要な契約等】

特記すべき事項はありません。

 

５ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

特記すべき事項はありません。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2020年９月30日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)

従業
員数
(名)

建物・
構築物

機械・
運搬具

工具器具
・備品

土地
(面積㎡)

合計

仙台機材センター
(宮城県刈田郡蔵王町)

電気工事業
機材置場

倉庫
33,941 68,922 13,032

41,218
(13,031)

157,115 2

千代川機材センター
(茨城県下妻市)

電気工事業
機材置場

倉庫
5,941 0 0

207,358
(19,615)

213,300 1

仙台ラインマンハウス
(宮城県仙台市青葉区)

電気工事業 寮 35,307 ― 1,798
79,465
(1,269)

116,570 ―
 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 国内子会社

特記すべき事項はありません。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(電気工事業)

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。

 

(建物管理・清掃業)

(1) 重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

 

(2) 重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 19,500,000

計 19,500,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年12月23日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品取

引業協会名
内容

普通株式 6,375,284 6,375,284
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は
100株で

あります。

計 6,375,284 6,375,284 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストック・オプション制度の内容】

 第１回新株予約権 第２回新株予約権

 決議年月日 2019年12月20日 2020年12月23日

 付与対象者の区分及び人数 当社元取締役２名 当社取締役１名

 新株予約権の数（個）※ 6,000 3,000

 新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）※

普通株式 600,000（注）１ 普通株式 300,000（注）１

 新 株 予 約 権 の 行 使 時 の 払 込 金 額
（円）※

878（注）２ 774（注）２

 新株予約権の行使期間※
自 2024年１月１日 至 2030年
１月９日

自 2025年１月１日 至 2031年
１月７日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）※

発行価格 878
資本組入額（注）３

発行価格 774
資本組入額（注）３

 新株予約権の行使の条件※ （注）４ （注）５

 新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要する。

本新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を要する。

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項※

（注）６ （注）６
 

※ 第１回新株予約権につきましては、当事業年度の末日（2020年９月30日）における内容を記載しております。

なお、提出日の前月末（2020年11月30日）現在において、これらの事項に変更ありません。
 

（注）１．新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権１個当たりの目的となる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100

株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。

以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整

は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率
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また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他こ

れらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整され

るものとする。

 
２． 新株予約権の行使時の払込金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株当たりの払込金額に、付与株式数を乗じた

金額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額

を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割（または併合）の比率
 

 
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己

株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による

自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切り

上げる。

 

     
既発行

株式数 ＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

 調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行前の１株あたりの時価

 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

 
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて払込金額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に払込金

額の調整を行うことができるものとする。

 
３．新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載

の資本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
４．新株予約権の行使の条件（第１回新株予約権）

（1）新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2023年９月期から2025年９月

期までのいずれかの期において営業利益が５億円を超過した場合、本新株予約権を当該営業利益の水準

を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から行使することができる。なお、営業利益

の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成してい

ない場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権に

よる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益

をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な

変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
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（2）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役ま

たは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（3）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（4）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（5）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
５．新株予約権の行使の条件（第２回新株予約権）

（1）新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2024年９月期から2026年９月

期までのいずれかの期において営業利益が５億円を超過した場合、本新株予約権を当該営業利益の水準

を最初に満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月１日から行使することができる。なお、営業利益

の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成してい

ない場合、損益計算書）における営業利益を参照するものとし、当該連結損益計算書に本新株予約権に

よる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益

をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な

変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

（2）新株予約権者は、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役、監査役

または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある

と取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（3）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（4）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（5）各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 
６．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2007年10月１日～

2008年９月30日（注）
― 6,375,284 ― 989,669 △124,952 247,417

 　　
(注) 2007年12月20日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替でありま

す。
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(5) 【所有者別状況】

2020年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 4 15 76 11 6 8,844 8,956 ―

所有株式数
(単元)

― 1,867 552 30,736 704 6 29,863 63,728 2,484

所有株式数
の割合(％)

― 2.93 0.87 48.23 1.10 0.01 46.86 100.00 ―
 　

(注) １. 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。

２. 自己株式が「個人その他」に62単元、「単元未満株式の状況」に77株それぞれ含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

アムス・インターナショナル株
式会社

東京都豊島区東池袋一丁目15番12号 2,118 33.26

德原  榮輔 東京都渋谷区 899 14.11

アムスホテルズ株式会社 東京都豊島区東池袋一丁目15番12号 300 4.71

株式会社カンナリゾートヴィラ 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那397番地１号 300 4.71

ハウス建装株式会社 東京都豊島区東池袋一丁目15番12号 300 4.71

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 101 1.59

第一生命保険株式会社
(常任代理人 株式会社日本カス
トディ銀行)

東京都千代田区有楽町一丁目13番１号
(東京都中央区晴海一丁目８番12号)

79 1.24

鎌田 和樹 東京都荒川区 66 1.04

深井 方子 東京都世田谷区 55 0.86

松本 敬 兵庫県西宮市 48 0.76

計 ― 4,268 67.02
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 6,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 6,366,600 63,666 ―

単元未満株式 普通株式 2,484 ― ―

発行済株式総数 6,375,284 ― ―

総株主の議決権 ― 63,666 ―
 

(注) １. 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権６個)含ま

れております。

２. 単元未満株式には当社所有の自己株式77株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2020年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ＥＴＳホールディ
ングス

東京都豊島区
南池袋一丁目10番13号

6,200 － 6,200 0.10

計 ― 6,200 － 6,200 0.10
 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(  ―  ) ― ― ― ―

保有自己株式数 6,277 ― 6,277 ―
 

(注) 当期間における保有自己株式には、2020年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

 

３ 【配当政策】

当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題とし、より安定的な配当実施をすることを株主還元の基本方針と

しております。他方、会社を取り巻く環境の変化に適宜対応していくことも重要な課題であり、そのバランスを取

りつつ、適正な配当を継続すべく心がけております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中

間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

この基本方針に基づき、2020年９月期につきましては、剰余金の配当を１株当たり５円といたしました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 
(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

 

決議年月日
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)

2020年12月23日
定時株主総会決議

31,845 5
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主をはじめ、取引先、顧客、従業員など様々

なステークホルダーの期待に応え、社会的責任を果たすことが継続企業としての最重要課題として捉え、グルー

プ全体の経営の効率化及び適時開示と説明責任の充実による企業経営の健全性と透明性の確保にあると考えてお

ります。

経営の効率化については、業務執行の迅速化と経営責任体制の明確化を図るため、執行役員制度を採用し、経

営環境の変化に迅速に対応する経営体制の強化を図っております。

企業経営の健全性と透明性については、内部監査室、総務部による法令遵守と企業倫理向上の推進、内部監査

室や監査役による業務執行プロセスのチェック体制の確立、そして、取締役会における健全・公正な意見及び意

思決定過程により構築しております。

適時開示と説明責任の充実については、株主及び投資家へのＩＲ情報の適時、適正な開示とその充実を図って

まいります。また、企業行動規範を制定して、法令遵守と公正な企業活動の実施を宣言し、取締役はその執行状

況を相互に監視する体制を整えております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ 企業統治の体制の概要

当社は、監査役制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行

の決議、監督並びに監査を実施しております。

(a)取締役会・取締役

取締役会は、社内取締役３名、社外取締役２名で構成され、議長は代表取締役社長が務めております

（構成員の氏名については、後記（２）役員の状況に記載しております。）。取締役会は原則として月１

回開催し、重要事項は全て附議され、業績の進捗についても討議し、対策を迅速に行っております。ま

た、相互の経営監視をしております。

業務執行の迅速化及び経営責任の明確化を図るため、執行役員制度によるコーポレート・ガバナンス体

制を採り、本報告書提出日現在、執行役員12名を選任しております。

(b)監査役会・監査役

監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成され、議長は常勤監査役が務めております（構

成員の氏名については、後記（２）役員の状況に記載しております。）。取締役会など重要な会議体への

出席を含め、取締役の意思決定・業務執行を監督し、コンプライアンスの徹底とコーポレート・ガバナン

スの充実を図っております。

当社では、社外監査役が取締役会へ出席するなど、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定

と執行を監視しているため、監視機能が十分に働いていると判断しております。

(c)内部監査

内部監査室は法令の遵守状況及び業務活動の効率性などについて、当社各部門に対し内部監査を実施

し、業務改善に向け具体的に助言・改善勧告を行っております。

ロ 当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であり、取締役の業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査

という二重のチェック体制を採っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会において独立

性の高い立場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査

室及び会計監査人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に

発揮される体制が確保できていることから、本体制を採用しております。
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③ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの構築及び適切な運用を重要な経営課題の一つであると認識し、それに向けた

関連諸規程の整備や社内組織体制の構築等に取り組んでおります。また、監査役は会計監査に立会い、会計

方針・会計処理方法の妥当性及び処理の正確性を聴取するとともに、会計監査人との連携を相互にとり、意

見交換等を定期的に実施しております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会に

おいて決議しております。その概要は以下のとおりであります。

(イ) 取締役および使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、1992年に《企業理念》及び《行動指針》を制定し、企業活動の指針としています。この指針に

基づいて取締役および使用人一人一人が法令を遵守し、倫理観をもって行動することに努めております

が、今後さらに徹底します。

また社会の秩序や当社グループ及びその役員・社員に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とし

た姿勢で組織的に対応します。

(ロ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、「文書規程」により、取締役の職務の執行に係る情報（取締役会議事録及び稟議書など）を文

書または電磁的媒体に記録し、保存します。また常時これらを閲覧できるものとします。

(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社を含むグループ全体のリスク管理の基礎として、「リスク管理規程」の定めにより「リ

スク管理委員会」を設置し、リスクの未然防止、迅速に対応する体制を構築します。

(ニ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、原則として取締役会を月１回以上開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要

な項目について審議し、意思決定を行います。また、事業部会議、経営会議を定期的に開催し、各部門の

目標達成に向け、具体策を討議および立案のうえ実行します。

(ホ) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の管理及び指導を行うとともに、《企業理念》に基づ

き、企業集団の業績向上、事業の発展を目指します。

(ヘ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役は、内部監査室の要員に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとしま

す。

(ト) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

上記の補助する従業員の人事異動・懲戒処分には、監査役会の承認を得るものとします。

(チ) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

ａ 取締役は取締役会に監査役の出席を求め、報告します。

ｂ その他取締役から監査役に報告する事項が生じた場合は必要に応じて報告します。

(リ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会は、代表取締役社長・監査法人とそれぞれ必要に応じて意見交換会を開催します。

(ヌ) 信頼性のある財務報告を確保するための体制

信頼性のある財務報告を確保するため「内部統制実施基準」を制定し、内部統制システムの整備状況及

び運用状況を経営者自らが評価し、不備については適時に是正する体制を構築します。

 
ロ リスク管理体制及びコンプライアンス体制の整備の状況

リスク管理体制、コンプライアンス体制については、リスク管理委員会を中心に社内の各種法的な問題を

把握し、必要の都度、弁護士等の専門家から助言を受け、業務運営の適法性の確保に努めております。
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ハ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

子会社の業務については、関係会社管理規程に従って管理しております。関係会社管理規程は、関係会社

に対する全般的な管理方針、管理組織について定めており、関係会社に関する業務の円滑化及び管理の適正

化を図り、もって関係会社を指導・育成し、相互の利益の向上に努めております。

また、当社グループの業務執行の状況については、内部監査規程に基づき、内部監査室長が関係会社に対

し、定期または臨時に、実地監査を行っております。また、実地監査の結果については、内部監査室長の意

見を付して代表取締役社長に報告し、必要があれば関係会社に対して指示または勧告を行っております。

さらに、子会社の業務執行について職務権限規程などの決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項

に関しては、社内規程に基づき、当社の事前承認または当社への報告を求めるとともに、当社の子会社担当

役員及び子会社管理関連部門などが子会社からの事業計画、業務執行状況・財務状況等の報告を定期的に受

け、業務の適正を確認しております。

 
ニ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

(イ) 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の実施を可能とする目的で、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役

会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(ロ) 中間配当

当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の

決議によって毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 

ホ 責任限定契約の内容の概要

当社の取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）の全ては、会社法第427条第１項及び当社定款に

基づき、会社法第423条１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠

償責任の限度額は、いずれも法令が規定する最低責任限度額としております。

 
ヘ 取締役の定数

当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。

 

ト 取締役の選任の決議要件

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもってこれを行う旨及び選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めて

おります。

 

チ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定め

ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を

行うことを目的とするものであります。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役社長 加 藤 慎 章 1974年6月14日

2000年４月 中部電力株式会社入社

2007年８月 日本ＧＥ株式会社入社

2015年１月 日本ＧＥ株式会社 ディレクター

2016年２月 ソネディックス・ジャパン株式会社

入社

2017年５月 ソネディックス・ジャパン株式会社

ヴァイスプレジデント

2018年８月 ＧＣＬニューエナジー・ジャパン株

式会社入社 ＣＥＯ(首席代表）

2020年９月 当社入社 営業本部長兼企画室長

2020年12月 当社代表取締役社長（現任）

(注)3 ―

取締役
電力インフラ事業本部長兼

東北送電事業本部付
榊 原 範 昭 1955年８月17日

1978年４月 当社入社

1999年11月 名古屋支社（現中部送電事業部）工

事課長

2010年４月 名古屋支社（現中部送電事業部）副

支社長兼工事課長

2011年４月 仙台支社（現東北送電事業本部）副

支社長

2012年12月 執行役員仙台支社長

2016年12月 取締役仙台送電事業部長

2017年12月 取締役東北送電事業本部長

2019年12月 取締役電力インフラ事業本部長兼東

北送電事業本部付（現任）

(注)3 4,300

取締役 三  森    茂 1949年１月21日

1978年５月 マルミ電気株式会社代表取締役社長

1986年11月 株式会社東京管理サービス(現アム

ス・インターナショナル株式会社)

入社

1992年３月 株式会社東京管理(現アムス・イン

ターナショナル株式会社)専務取締

役

2005年９月 アムス・インターナショナル株式会

社代表取締役社長

2012年７月 当社顧問

2012年12月 当社代表取締役社長

2020年12月 当社取締役（現任）

(注)3 16,000

取締役 宮 沢 忠 彦 1945年７月30日

1973年４月 検事任官（東京地方検察庁）

1997年９月 法務省官房施設課長

2000年６月 最高検察庁

2001年１月 富山地方検察庁検事正

2002年10月 熊本地方検察庁検事正

2004年４月 長野地方検察庁検事正

2012年５月 日本公証人連合会会長

2015年８月 弁護士登録

2015年９月 関谷・宗像法律事務所（現任）

2015年12月 当社取締役（現任）

(注)3 ―

取締役 山 本 修 三 1949年１月１日

1976年４月 検事任官（東京地方検察庁）

1997年７月 法務省官房施設課長

2003年９月 和歌山地方検察庁検事正

2005年４月 水戸地方検察庁検事正

2006年12月 さいたま地方検察庁検事正

2017年５月 日本公証人連合会会長

2019年３月 弁護士登録

2019年３月 マリタックス法律事務所（現任）

2019年12月 当社取締役（現任）

(注)3 ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

常勤監査役 佐  藤    隆 1951年３月12日

1969年３月 東京地方検察庁入庁

1997年４月 東京区検察庁刑事部刑事事務課長

2005年４月 東京高等検察庁刑事部刑事事務課長

2007年４月 高知地方検察庁事務局長

2010年４月 長野地方検察庁事務局長

2011年４月 アムス・インターナショナル株式会

社非常勤参与

2011年10月 さいたま家庭裁判所家事調停委員

2012年12月 当社常勤監査役(現任)

(注)4 2,300

監査役 佐 野 洋 二 1949年12月15日

1972年10月 司法試験合格

1973年４月 司法修習生

1975年４月 東京弁護士会登録

黒田法律事務所入所

1978年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1980年４月 佐野法律事務所（現ＭＯＳ合同法律

事務所）開業（現任）

2016年12月 当社監査役（現任）

  
（重要な兼職の状況）

株式会社西銀座デパート 社外監査

役

(注)4 ―

監査役 高 橋 昭 夫
1953年８月６日

 

1973年６月 東京国税局入局

1996年12月 税理士資格取得

2001年７月 東京国税局 査察部 統括主査

2007年７月 札幌国税局 調査・査察部 統括国

税査察官

2014年８月 税理士登録

高橋昭夫税理士事務所開業（現任）

2020年12月 当社監査役（現任）

(注)4 ―

監査役 吉 野 寛 記 1982年１月29日

2007年９月 アムス・エステート株式会社入社

2016年６月 アムス・インターナショナル株式会

社入社（現任）

2019年12月 当社監査役（現任）

2020年12月 株式会社東京管理監査役（現任）

(注)4 ―

計 22,600
 　
(注) １. 取締役 宮沢 忠彦、山本 修三の２名は社外取締役であります。

２. 監査役 佐野 洋二、高橋 昭夫の２名は社外監査役であります。

３. 取締役の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2021年９月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４. 監査役の任期は、佐藤 隆、佐野 洋二及び高橋 昭夫が2020年９月期に係る定時株主総会終結の時から2024

年９月期に係る定時株主総会終結の時まで、吉野 寛記が2019年９月期に係る定時株主総会終結の時から

2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 当社は、経営機能における意志決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激

しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため執行役員制度を導入しております。

   執行役員は12名で、東北送電事業本部本部長千葉 仁（上席）、電力インフラ事業本部部長坂本 泰男、東北

送電事業本部副本部長小関 秀雄、東北送電事業本部副本部長雷 勝彦、東北送電事業本部業務部長青嶋 英

人、東北送電事業本部技術設計部長飯田 浩司、設備工事事業本部本部長松坂 靖之、営業部長丸山 哲也、

総務部長山口 清八郎、安全部長長谷川 貴一、関西事業部長南出 竹秀、管理部長早川 潔で構成されており

ます。
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② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については、特に明

確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役の宮沢忠彦氏及び山本修三氏、社外監査役の佐野洋二氏及

び高橋昭夫氏とは取締役、監査役としての選任以外に特段の関係がなく、独立性が保たれております。上記社

外取締役２名及び社外監査役２名は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）の定めに基づく独立役員

として指定しております。

社外取締役宮沢忠彦氏は長年にわたり検察官を務められ、常に公正・公平で的確な判断能力を培われてお

り、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任し

ております。

社外取締役山本修三氏は長年にわたり検察官を務められ、常に公正・公平で的確な判断能力を培われてお

り、経営全般に助言・提言を頂くことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与するものと判断し、選任し

ております。

社外監査役佐野洋二氏は弁護士という法律の専門家としての経験が豊富であり、企業経営を統治する充分な

見識を有しており、当社業務遂行の適法性について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しておりま

す。

社外監査役高橋昭夫氏は税理士としての経験が豊富なため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おり、当社の業務遂行について、客観的・中立的な監査を実施するために選任しております。

当社では、専門的な見識を有した社外監査役が取締役会への出席等を通じて、客観的・中立的な立場から取

締役の意志決定と職務執行状況を監督し、経営監視の実効性を高めることにより、当社の企業統治及び企業価

値の向上に役割を果たしております。

社外監査役は、常勤監査役との意志疎通を図ると共に、客観的・中立的な見地から「（3）監査の状況 ①監

査役監査の状況」に記載の通り、内部監査、会計監査と連携した監査役監査により経営監視が十分に機能して

いると判断しております。また、会計監査人等とは適宜、情報交換を行う等、連携強化に努めております。

なお、当社と社外取締役２名及び社外監査役２名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の

利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制に関わる各担

当部門から各種報告を受け、独立した客観的な立場から経営監督を行っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、監査役相互間で情報の共有や意見交換を行い、また、取締役会にも出席

し、各部門から報告を受け、監査の実効性と効率性を高めております。

また、監査役会と会計監査人は定期的にコミュニケーションの場を設け、情報交換及び相互の意思疎通を

図っております。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、監査役４名(うち社外監査役２名)から構成されており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有する監査役を選任しております。監査役会は監査が実効的に行われることを確保するための体制とし

て、より公正な監査を実施し、社長と適宜、会合をもち、その他の重要な会議についても常勤監査役が参加する

体制をとり、意見交換を行っております。

さらに監査役会は、会計監査人から監査の方法と結果につき報告を受けるとともに内部監査室より内部監査の

方法と結果についても報告を受けており、連携を図っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、計算書類や事業報告に対する監査や計画していた監査役会の

活動のうち実施困難となったものは、当事業年度においてはありませんでした。
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当事業年度に開催した監査役会、取締役会への出席状況は以下のとおりです。

役職名 氏名 監査役会出席状況 取締役会出席状況

常勤監査役 佐藤 隆 13回／14回（92.9％） 14回／14回（100％）

監査役 西片 大 10回／14回（71.4％） 10回／14回（71.4％）

監査役 佐野 洋二 14回／14回（100％） 14回／14回（100％）

監査役 吉野 寛記 10回／14回（71.4％） 10回／14回（71.4％）
 

監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、常勤監査役の選定および解職、監査方針・監査計画の決

定、監査方法および業務分担の決定、会計監査人の選任に関する決定、会計監査人の報酬等に対する同意です。

また、常勤の監査役の活動として、取締役会附議・報告案件の事前チェックや業務監査の活動報告、重要な稟

議の確認等も行っております。

② 内部監査の状況

当社は、業務執行部門から独立した監査室(１名)を設置し、内部監査規程に則り、年間監査計画を作成して業

務全般についての内部監査、業務改善指導を実施しております。また、内部監査の結果については代表取締役に

報告するとともに、常勤監査役や会計監査人と適時に情報交換や意見交換を行って、内部監査の実効性を確保し

ております。

③ 会計監査の状況

ａ.監査法人の名称

監査法人グラヴィタス

 
ｂ.継続監査期間

　 13年間

 
ｃ.業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員   藤本 良治

指定社員 業務執行社員   圓岡 徳樹

 
ｄ.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、監査法人グラヴィタスの監査計画に基づき、公認会計士３名 会計士

試験合格者５名 その他１名で構成されております。

 
ｅ.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定にあたっては、独立性及び専門性、監査報酬などを総合的に勘案して決定するこ

とを方針としており、検討の結果、適任と判断したため選定しております。なお、当社監査役会は、会計監査

人が会社法第340条第１項に定める事項に該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解

任いたします。また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株

主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 
ｆ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査役会は、選定方針の各項目について評価

した結果、監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

31/82



 

④ 監査報酬の内容

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 15,000 ― 15,000 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 15,000 ― 15,000 ―
 

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査報酬の決定方針は、監査法人が定めた監査計画に基づく監査予定日数を勘案し、監査報酬額を算

定し、監査役会の同意により決定いたします。

 
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計

監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結

果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

 
(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

1993年12月22日開催の第78回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額17,000千円以内、監査役の報

酬限度額は月額1,700千円以内と決議しており、取締役の報酬額については取締役会の決議により、監査役の報

酬額については監査役会の協議により、それぞれ報酬限度額の範囲内において決定しております。

各取締役の報酬等については、取締役会にて担当する職務、責任、業績、貢献度等の要素を総合的に勘案し決

定しております。なお、当事業年度においては、2019年12月20日の取締役会において各取締役の報酬等の額につ

いての決定が代表取締役に一任されております。

各監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
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② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 退職慰労金

取締役
（社外取締役を除く）

34,045 34,045 ― ― 5

監査役
（社外監査役を除く）

6,840 6,840 ― ― 2

社外役員 22,908 22,908 ― ― 7
 

(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（18,186千円）は含めておりません。

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

   該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に準

拠して作成し、「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)第２条の規

定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(1949年建設省令第14号)に準じて記載しております。

 

２  監査証明について

当社は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2019年10月１日から2020年９月30日まで)

の連結財務諸表及び事業年度(2019年10月１日から2020年９月30日まで)の財務諸表について、監査法人グラヴィタス

により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、公益財団法人財務会計基準機構へ加入

し、セミナーへの参加や会計専門誌の定期購読等、会計基準、法令等を遵守するための教育を行うことにより、会計

基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備しておりま

す。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 ※１  2,246,304 2,629,772

  受取手形・完成工事未収入金等 968,009 970,785

  未成工事支出金 ※４  96,947 ※４  105,345

  未収消費税等 - 137,061

  その他 101,395 21,389

  貸倒引当金 △614 △23,143

  流動資産合計 3,412,042 3,841,210

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物 ※１  374,577 ※１  386,037

   機械・運搬具 415,401 429,781

   工具器具・備品 175,949 104,509

   土地 ※１・３  328,042 ※１・３  328,042

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △792,229 △747,730

   有形固定資産合計 501,740 500,638

  無形固定資産 7,030 2,872

  投資その他の資産   

   投資有価証券 50,000 50,000

   繰延税金資産 26,812 59,421

   その他 27,646 33,375

   貸倒引当金 △415 △151

   投資その他の資産合計 104,043 142,645

  固定資産合計 612,814 646,156

 資産合計 4,024,856 4,487,367
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 889,339 840,909

  短期借入金 ※１・２  300,000 ※１・２  200,000

  １年内返済予定の長期借入金 - 87,600

  未払法人税等 20,091 31,006

  未払消費税等 129,321 9,846

  未成工事受入金 284,445 455,592

  賞与引当金 12,308 12,670

  完成工事補償引当金 2,370 760

  その他 93,873 74,997

  流動負債合計 1,731,750 1,713,382

 固定負債   

  長期借入金 - 362,500

  再評価に係る繰延税金負債 6,163 6,163

  退職給付に係る負債 54,651 52,719

  その他 7,076 3,880

  固定負債合計 67,891 425,264

 負債合計 1,799,642 2,138,646

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 989,669 989,669

  資本剰余金 763,694 763,694

  利益剰余金 649,955 769,861

  自己株式 △1,940 △1,940

  株主資本合計 2,401,379 2,521,285

 その他の包括利益累計額   

  土地再評価差額金 △176,165 △176,165

  その他の包括利益累計額合計 △176,165 △176,165

 新株予約権 - 3,600

 純資産合計 2,225,214 2,348,720

負債純資産合計 4,024,856 4,487,367
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

売上高   

 完成工事高 4,665,410 5,025,975

 不動産管理売上高 853,195 674,343

 売上高合計 5,518,606 5,700,318

売上原価   

 完成工事原価 3,929,046 4,254,216

 不動産管理売上原価 638,534 504,535

 売上原価合計 4,567,580 4,758,751

売上総利益   

 完成工事総利益 736,364 771,759

 不動産管理売上総利益 214,661 169,807

 売上総利益合計 951,025 941,567

販売費及び一般管理費 ※１  790,502 ※１  793,328

営業利益 160,522 148,238

営業外収益   

 受取利息 11 50

 助成金収入 - ※３  10,804

 匿名組合投資利益 1,800 1,800

 その他 4,937 846

 営業外収益合計 6,749 13,501

営業外費用   

 支払利息 5,411 5,500

 その他 1,009 63

 営業外費用合計 6,421 5,563

経常利益 160,850 156,176

特別損失   

 固定資産除却損 ※２  33 ※２  825

 特別損失合計 33 825

税金等調整前当期純利益 160,817 155,351

法人税、住民税及び事業税 31,172 36,208

法人税等調整額 21,027 △32,608

法人税等合計 52,199 3,600

当期純利益 108,618 151,750

親会社株主に帰属する当期純利益 108,618 151,750
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【連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

当期純利益 108,618 151,750

包括利益 108,618 151,750

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 108,618 151,750
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

土地再評価

差額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 989,669 763,694 573,182 △1,940 2,324,606 △176,165 △176,165 2,148,441

当期変動額         

剰余金の配当   △31,845  △31,845   △31,845

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  108,618  108,618   108,618

当期変動額合計 － － 76,773 － 76,773 － － 76,773

当期末残高 989,669 763,694 649,955 △1,940 2,401,379 △176,165 △176,165 2,225,214
 

 
 当連結会計年度(自 2019年10月１日　至 2020年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

土地再評価

差額金

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 989,669 763,694 649,955 △1,940 2,401,379 △176,165 △176,165 － 2,225,214

当期変動額          

剰余金の配当   △31,845  △31,845    △31,845

親会社株主に帰属す

る当期純利益
  151,750  151,750    151,750

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

       3,600 3,600

当期変動額合計 － － 119,905 － 119,905 － － 3,600 123,505

当期末残高 989,669 763,694 769,861 △1,940 2,521,285 △176,165 △176,165 3,600 2,348,720
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 160,817 155,351

 減価償却費 61,070 42,232

 のれん償却額 2,893 -

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,404 22,264

 賞与引当金の増減額（△は減少） △157 361

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △17,259 △1,932

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △3,163 -

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 1,160 △1,610

 受取利息及び受取配当金 △11 △50

 支払利息 5,411 5,500

 匿名組合投資損益（△は益） △1,800 △1,800

 固定資産除却損 33 825

 助成金収入 - △10,804

 売上債権の増減額（△は増加） 1,002,627 △2,510

 未成工事支出金の増減額（△は増加） 33,072 △8,398

 仕入債務の増減額（△は減少） △409,417 △66,470

 未払金の増減額（△は減少） 906 △12,925

 未収消費税等の増減額（△は増加） 226,135 △137,061

 未払消費税等の増減額（△は減少） 118,777 △119,475

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 191,838 171,146

 その他の資産の増減額（△は増加） △56,474 82,948

 その他の負債の増減額（△は減少） △44,314 27

 小計 1,263,740 117,620

 利息及び配当金の受取額 25 50

 利息の支払額 △4,730 △5,715

 助成金の受取額 - 8,392

 法人税等の支払額 △23,456 △26,340

 法人税等の還付額 8,671 -

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,244,249 94,006

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △33,320 △19,846

 無形固定資産の取得による支出 △192 △141

 定期預金の預入による支出 △400,191 △400,208

 定期預金の払戻による収入 300,178 400,195

 定期預金の担保差入れによる支出 △65,048 -

 定期預金の担保解除による収入 - 65,048

 貸付けによる支出 - △330

 貸付金の回収による収入 - 220

 その他の支出 △4,793 △7,009

 その他の収入 3,648 2,609

 投資活動によるキャッシュ・フロー △199,719 40,538
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 900,000 900,000

 短期借入金の返済による支出 △900,000 △1,000,000

 長期借入れによる収入 - 460,000

 長期借入金の返済による支出 - △9,900

 配当金の支払額 △31,744 △31,701

 リース債務の返済による支出 △7,899 △8,040

 新株予約権の発行による収入 - 3,600

 財務活動によるキャッシュ・フロー △39,643 313,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,004,886 448,504

現金及び現金同等物の期首残高 826,223 1,831,109

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  1,831,109 ※１  2,279,613
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

1社

連結子会社の名称

株式会社東京管理

 

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

ａ 未成工事支出金

個別法による原価法

ｂ 材料・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法。

主な耐用年数

建物・構築物       ９年～47年

機械・運搬具       ２年～８年

工具器具・備品     ２年～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

③ 工事損失引当金

連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見

込額を計上しております。

④ 完成工事補償引当金

完成引渡済工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込額を加味して算定

した見積補償額を計上しております。

 
(4）退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高は、4,295,634千円であります。

 
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

② 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグ

ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい

ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告

第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の

税法の規定に基づいております。
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(未適用の会計基準等)

１．収益認識に関する会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）

 
（１）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

　

（２）適用予定日

2022年9月期の期首より適用予定であります。

 
（３）当該会計基準の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 
２．時価の算定に関する会計基準等

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）

 
（１）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容

の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準にお

いてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業

会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会

計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定

方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号

の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務

諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされてお

ります。

 
（２）適用予定日

2022年９月期の期首より適用予定であります。

 
（３）当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響については、現時点で評価中で

あります。
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３．会計上の見積りの開示に関する会計基準

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）

（１）概要

国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第１号「財務諸表の表示」（以下

「IAS 第１号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表

利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう

要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基

準」）が開発され、公表されたものです。

企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではな

く、原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、

開発にあたっては、IAS第１号第125項の定めを参考とすることとしたものです。

 
（２）適用予定日

2021年９月期の年度末より適用予定であります。

 

４．会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31日）

（１）概要

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充

実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方

針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情

報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかな場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼ

さないために、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

 
（２）適用予定日

2021年９月期の年度末より適用予定であります。

 
(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症拡大による影響が2021年から徐々に収束に向かうとの仮定

のもとに繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。なお、当連結会計年度末時点にお

いて当社グループの事業活動に重要な影響は生じておりませんが、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時

期等の見積りには不確実性が高いため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

45/82



 

(連結貸借対照表関係)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

定期預金 65,048千円 ―千円

土地 207,358 〃 207,358 〃

建物 4,608 〃  2,771 〃

計 277,015千円 210,130千円
 

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

短期借入金 100,000千円 100,000千円
 

 
※２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円

借入実行残高 300,000 〃 200,000 〃

差引額 500,000千円 600,000千円
 

 

※３ 事業用土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」(1998年３月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地

再評価差額金を純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(1998年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評価額及

び同条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日

2000年９月30日

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

△70,266千円 △70,266千円
 

 

※４ たな卸資産の内訳

 

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

未成工事支出金 96,909千円 105,289千円

材料・貯蔵品 38 〃 55 〃
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 ５ 偶発債務

当社は、2019年8月29日に株式会社アークデザインインターナショナルより、工事請負代金55,604千円の支払いを

求める訴訟の提起を受けております。当社といたしましては、発注者を含めた３社間の合意書により発注者に対す

る当社の請負代金債権が、同社に譲渡することを合意されていることにより、請負代金債務は消滅したものと考え

ており、訴訟においても当社の正当性を主張していく方針であります。

 
(連結損益計算書関係)

　※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

役員報酬 67,009千円 81,712千円

従業員給料手当 352,330 〃 327,128 〃

退職給付費用 12,084 〃 8,498 〃

貸倒引当金繰入額 △8,404 〃 22,264 〃

賞与引当金繰入額 543 〃 1,067 〃
 

　

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

機械・運搬具 ―千円 16千円

工具器具・備品 ― 〃 808 〃

電話加入権 33 〃 ― 〃
 

 
※３ 助成金収入

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）等であります。

 
 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,375,284 ― ― 6,375,284
 

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,277 ― ― 6,277
 

 
３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2018年12月21日
定時株主総会

普通株式 31,845 5.00 2018年９月30日 2018年12月25日
 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2019年12月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,845 5.00 2019年９月30日 2019年12月23日
 

 

当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,375,284 ― ― 6,375,284
 

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,277 ― ― 6,277
 

 
３．新株予約権等に関する事項

区分
新株予約権
の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

摘要当連結会
計年度期
首

当連結会
計年度増
加

当連結会
計年度減
少

当連結会
計年度末

当社

ストック・
オプション
としての新
株予約権

― 3,600  

合計 ― 3,600  
 

 

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2019年12月20日
定時株主総会

普通株式 31,845 5.00 2019年９月30日 2019年12月23日
 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020年12月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,845 5.00 2020年９月30日 2020年12月24日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

現金預金 2,246,304千円 2,629,772千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △350,145 〃 △350,159 〃

担保に提供されている定期預金 △65,048 〃 ― 〃

現金及び現金同等物 1,831,109千円 2,279,613千円
 

 

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１．リース資産の内容

・有形固定資産

主として、工事用車両(機械・運搬具)であります。

２．リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については一時的な余剰資金は主に流動性が高く、かつ、安全性の高い金融資産で

運用し、また、資金調達については銀行からの借入により調達する方針であります。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、信用調査資料等により取引先の信用力を適正に評価し、取引の可否を決定しております。

投資有価証券については、定期的に発行体の財政状態を把握しております。　

営業債務である工事未払金は、１年以内の支払期日であります。

短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金に係る資金に係る資金の調達を目的としたものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注２)を参照くださ

い)。

前連結会計年度(2019年９月30日)

 
連結貸借対照表

計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金預金 2,246,304 2,246,304 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 968,009 968,009 ―

資産計 3,214,314 3,214,314 ―

(1) 工事未払金 889,339 889,339 ―

(2) 短期借入金 300,000 300,000 ―

(3) 未払法人税等 20,091 20,091 ―

(4) 未払消費税等 129,321 129,321 ―

負債計 1,338,752 1,338,752 ―
 

 

当連結会計年度(2020年９月30日)

 
連結貸借対照表

計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金預金 2,629,772 2,629,772 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 970,785 970,785 ―

(3) 未収消費税等 137,061 137,061 ―

資産計 3,737,618 3,737,618 ―

(1) 工事未払金 840,909 840,909 ―

(2) 短期借入金 200,000 200,000 ―

(3) 未払法人税等 31,006 31,006 ―

(4) 未払消費税等 9,846 9,846 ―

(5) 長期借入金(※) 450,100 440,389 △9,710

負債計 1,531,862 1,522,151 △9,710
 

(※) １年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資  産

(1) 現金預金 (2) 受取手形・完成工事未収入金等 (3) 未収消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

負  債

(1) 工事未払金 (2) 短期借入金 (3) 未払法人税等 (4) 未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(5) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す

る方法によっております。
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(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分 2019年９月30日 2020年９月30日

匿名組合出資 50,000 50,000

出資金 1,210 1,200

敷金保証金 26,021 32,024
 

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めて

おりません。

 

(注３)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2019年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金預金 2,246,304 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 968,009 ― ― ―

投資有価証券（匿名組合出資） ― 50,000 ― ―

合計 3,214,314 50,000 ― ―
 

当連結会計年度(2020年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金預金 2,629,772 ― ― ―

受取手形・完成工事未収入金等 970,785 ― ― ―

投資有価証券（匿名組合出資） 50,000 ― ― ―

合計 3,650,557 ― ― ―
 

 

(注４)借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2019年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 300,000 ― ― ― ― ―

合計 300,000 ― ― ― ― ―
 

 

当連結会計年度(2020年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 200,000 ― ― ― ― ―

長期借入金 87,600 87,600 87,600 87,600 80,161 19,539

合計 287,600 87,600 87,600 87,600 80,161 19,539
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(有価証券関係)

前連結会計年度(2019年９月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(2020年９月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び確定給付年金制度を採用しているほか、確定拠出型の制

度として、確定拠出年金制度を設けております。

退職一時金制度は、年俸制度を適用していない従業員に対するものであります。

当社は確定給付型制度として、東京都電設工業厚生年金基金に加入しておりましたが、2015年10月１日付で厚生

労働大臣から将来分の代行返上の認可を受け、2018年４月１日付で過去分の代行返上の認可を受けたことに伴い、

2018年４月１日で東京都電設工業企業年金基金に移行しております。同基金は、複数事業主制度に係る総合設立型

の制度であり、自社の拠出に対する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に

要拠出額を費用処理しております。

なお、当社は、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法によっております。

 
２．確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

退職給付に係る負債の期首残高 71,911千円 54,651千円

 退職給付費用 2,661 〃 2,774 〃

 退職給付の支払額 △19,921 〃 △4,706 〃

退職給付に係る負債の期末残高 54,651千円 52,719千円
 

 
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

 
前連結会計年度
(2019年９月30日)

当連結会計年度
(2020年９月30日)

非積立型制度の退職給付債務 54,651千円 52,719千円

連結貸借対照表に計上された負債と資
産の純額

54,651千円 52,719千円

   

退職給付に係る負債 54,651千円 52,719千円

連結貸借対照表に計上された負債と資
産の純額

54,651千円 52,719千円
 

 

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度2,661千円   当連結会計年度 2,774千円

 
３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度3,313千円、当連結会計年度3,527千円であります。
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４．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度

16,898千円、当連結会計年度16,365千円であります。

 

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

 
前連結会計年度

2019年３月31日現在
当連結会計年度

2020年３月31日現在

年金資産の額 66,145,292千円 62,546,911千円

年金財政計算上の数理債務の額と最低
責任準備金の額との合計額

81,865,814 〃 81,431,106 〃

差引額 △15,720,522千円 △18,884,195千円
 

 
(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

前連結会計年度 0.7％（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日）

当連結会計年度 0.7％（自 2019年10月１日 至 2020年９月30日）

 
(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度16,784,945千円、当連結

会計年度15,512,215千円）及び剰余金（前連結会計年度1,064,423千円、当連結会計年度3,371,979千円）であ

り、本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であります。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

 
(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2019年12月20日

付与対象者の区分及び人数 当社元取締役２名

株式の種類別のストック・オプションの数
（注）1

普通株式 600,000株

付与日 2020年１月10日

権利確定条件 （注）２

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 自 2024年１月１日至 2030年１月９日
 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。

２ 「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 （２）新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度

の内容」に記載のとおりであります。

 

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

53/82



 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2020年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 第１回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2019年12月20日

権利確定前（株）  

前連結会計年度末 ―

付与 600,000

失効 ―

権利確定 ―

未確定残 600,000

権利確定後（株）  

前連結会計年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―
 

 
② 単価情報

 第１回新株予約権

会社名 提出会社

決議年月日 2019年12月20日

権利行使価格（円） 878

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価単価（円） 385
 

 
３.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及びその見積方法

 第１回新株予約権

株価変動性         （注）１ 41.45％

予想残存期間       （注）２ ７年

予想配当           （注）３ ５円/株

無リスク利子率     （注）４ △0.105％
 

（注）１．2013年１月から2020年１月までの株価実績に基づき算定しました。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され

るものと推定して見積もっております。

３．2019年９月期の配当実績によります。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

繰延税金資産   

賞与引当金 3,766千円 3,877千円

退職給付に係る負債 16,723 〃 16,186 〃

貸倒引当金 304 〃 7,171 〃

税務上の繰越欠損金（注）２ 111,571 〃 74,130 〃

営業認可関連費用 23,715 〃 14,535 〃

その他 5,286 〃 4,980 〃

繰延税金資産小計 161,366千円 120,881千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
（注）２

△102,028 〃 △39,987 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引
当額

△32,525 〃 △21,472 〃

評価性引当額小計（注）１ △134,553 〃 △61,460 〃

繰延税金資産合計 26,812千円 59,421千円
 

 
（注）１. 前連結会計年度と比較し、繰延税金資産から控除された額（評価性引当額）が73,093千円減少してお

ります。主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

（注）２. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2019年９月30日）

 
１年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

合計

税務上の繰越欠損金
（※）

― 38,638 140 ― 70,616 2,175 111,571

評価性引当額 ― △29,095 △140 ― △70,616 △2,175 △102,028

繰延税金資産 ― 9,542 ― ― ― ― 9,542
 

※ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2020年９月30日）

 
１年以内
（千円）

1年超
2年以内
（千円）

2年超
3年以内
（千円）

3年超
4年以内
（千円）

4年超
5年以内
（千円）

5年超
（千円）

合計

税務上の繰越欠損金
（※１）

4,238 ― ― 66,253 ― 3,639 74,130

評価性引当額 ― ― ― △36,348 ― △3,639 △39,987

繰延税金資産 4,238 ― ― 29,904 ― ―
34,143

（※２）
 

※１ 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

※２ 税務上の繰越欠損金74,130千円（法定実行税率を乗じた額）について、繰延税金資産34,143千円を計上して

おります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収不能と判断した部

分については評価性引当額を認識しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

55/82



 

２．再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

 
前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

繰延税金資産     

再評価に係る繰延税金資産 58,354千円 58,164千円

評価性引当額 △58,354 〃 △58,164 〃

再評価に係る繰延税金資産合計 ―千円 ―千円

繰延税金負債     

再評価に係る繰延税金負債 △6,163千円 △6,163千円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △6,163千円 △6,163千円
 

 

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

(調整)     

住民税均等割等 4.9〃 5.1〃

留保金課税 0.7〃 1.8〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0〃 2.9〃

評価性引当額の増減 △5.7〃 △39.7〃

連結納税制度による影響額 0.6〃 △0.4〃

その他 △1.6〃 2.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5％ 2.3％
 

　

(資産除去債務関係)

当社グループは、本社事務所等の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務を資産除去債務として

認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

なお、当連結会計年度末における資産除去債務は、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金

の回収が最終的に見込まれないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額

を費用に計上する方法によっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

(セグメント情報等)

当社は、架空送電線の基礎・鉄塔組立・架線・調査、電気設備及び情報通信設備の設計・施工、移動体無線通信

中継基地局の増設・改修工事を行っており、「電気工事業」を一つの報告セグメントとしております。

連結子会社である株式会社東京管理は、マンション管理、建物設備メンテナンス、管理業務受託、ビル清掃・管

理を行っており、「建物管理・清掃業」を一つの報告セグメントとしております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。

なお、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
 

前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

  (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２電気工事業

建物管理
・清掃業

売上高      

外部顧客への売上高 4,665,410 853,195 5,518,606 ― 5,518,606

セグメント間の内部
売上高又は振替高

80 900 980 △980 ―

計 4,665,490 854,095 5,519,586 △980 5,518,606

セグメント利益 157,593 2,923 160,517 5 160,522

セグメント資産 3,776,665 249,312 4,025,978 △1,121 4,024,856

セグメント負債 1,698,876 101,893 1,800,769 △1,127 1,799,642

その他の項目      

減価償却費 59,760 1,310 61,070 ― 61,070

のれんの償却額 ― 2,893 2,893 ― 2,893

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

33,434 1,595 35,029 ― 35,029
 

(注) １．売上高の調整額△980千円、セグメント利益の調整額5千円、セグメント資産の調整額△1,121千円及びセグ

メント負債の調整額△1,127千円は、セグメント間取引の消去の額であります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

  (単位：千円)

 
報告セグメント

合計
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２電気工事業

建物管理
・清掃業

売上高      

外部顧客への売上高 5,025,975 674,343 5,700,318 ― 5,700,318

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 707 707 △707 ―

計 5,025,975 675,050 5,701,025 △707 5,700,318

セグメント利益又は損失（△） 149,152 △914 148,238 ― 148,238

セグメント資産 4,249,933 238,180 4,488,114 △747 4,487,367

セグメント負債 2,053,399 85,994 2,139,394 △747 2,138,646

その他の項目      

減価償却費 40,581 1,650 42,232 ― 42,232

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

37,205 593 37,798 ― 37,798
 

(注) １．売上高の調整額△707千円、セグメント資産の調整額△747千円及びセグメント負債の調整額△747千円は、

セグメント間取引の消去の額であります。

２．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

【関連情報】

 前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東北電力ネットワーク株式会社 1,967,585 電気工事業
 

 

当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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３．主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

東北電力ネットワーク株式会社 1,860,152 電気工事業
 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

該当事項はありません。

(注) のれんの償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 
【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 
（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

前連結会計年度(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
アムス・イン
ターナショナル

株式会社

東京都
豊島区

489,750
不動産
管理業

(被所有)
直接38.6％
間接 9.4％

役務の提供

匿名組合出
資

―
投資有価証

券
50,000

建物のメン
テナンス

50,009
完成工事未
収入金

14,035
 

(注) １. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

   独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 
当連結会計年度(自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
アムス・イン
ターナショナル

株式会社

東京都
豊島区

489,750
不動産
管理業

(被所有)
直接33.2％
間接14.1％

役務の提供

匿名組合出
資

―
投資有価証

券
50,000

建物のメン
テナンス

50,108
完成工事未
収入金

14,109
 

(注) １. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等

   独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
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親会社情報

前連結会計年度（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)

アムス・インターナショナル株式会社（非上場会社）

 
当連結会計年度（自 2019年10月１日 至 2020年９月30日)

アムス・インターナショナル株式会社（非上場会社）

　

(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

１株当たり純資産額 349.38円 368.21円

１株当たり当期純利益 17.05円 23.83円

 

(注) １. 前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

２. 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、条件付発

行可能潜在株式として取り扱われる新株予約権であり、所定の条件を満たしておらず希薄化効果を有してい

ないため、記載しておりません。

３. １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 108,618 151,750

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 108,618 151,750

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,369 6,369

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会
計年度末から重要な変動があったものの概要

―
第１回新株予約権（新株予
約権の総数6,000個、目的
となる株式数600,000株）

 

 

(重要な後発事象)

2020年12月23日開催の取締役会において、第２回新株予約権の発行について決議しております。なお、詳細につ

きましては、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制

度の内容」に記載のとおりであります。 
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 300,000 200,000 1.475 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― 87,600 1.103  

１年以内に返済予定のリース債務 8,171 3,326 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。）

― 362,500 0.972 （注）３参照

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

7,076 3,880 ― （注）３参照

合計 315,247 657,307 ― ―
 

(注) １. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

３. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返

済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)
返済期限

長期借入金 87,600 87,600 87,600 80,161
2021年10月１日～
2035年６月30日

リース債務 3,326 554 ― ―
2021年10月１日～
2022年11月23日

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

① 当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (千円) 1,573,621 3,209,006 4,153,973 5,700,318

税金等調整前四半期
(当期)純利益又は税
金等調整前四半期純
損失（△）

(千円) △588 78,238 36,937 155,351

親会社株主に帰属す
る四半期(当期)純利
益又は親会社株主に
帰属する四半期純損
失（△）

(千円) △5,050 60,701 25,440 151,750

１株当たり四半期
(当期)純利益又は１
株当たり四半期純損
失（△）

(円) △0.79 9.53 3.99 23.83

 

 

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純
利益又は１株当たり
四半期純損失（△）

(円) △0.79 10.32 △5.54 19.83
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② 重要な訴訟事件

重要な訴訟事件については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (１) 連結財務諸表 注記事項 （連

結貸借対照表関係） ５ 偶発債務 」に記載のとおりであります。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年９月30日)
当事業年度

(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 ※２  2,167,871 2,522,857

  完成工事未収入金 ※１  854,080 894,223

  未成工事支出金 96,909 105,289

  未収入金 2,901 ※１  4,203

  未収消費税等 - 137,061

  その他 97,452 16,473

  貸倒引当金 △8 △22,052

  流動資産合計 3,219,206 3,658,056

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 ※２  278,178 ※２  289,638

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △204,837 △212,920

    建物（純額） 73,340 76,717

   構築物 96,398 96,398

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △89,063 △89,896

    構築物（純額） 7,335 6,502

   機械・運搬具 410,041 425,845

    減価償却累計額 △340,992 △355,916

    機械・運搬具（純額） 69,049 69,928

   工具器具・備品 170,420 98,980

    減価償却累計額及び減損損失累計額 △148,127 △80,154

    工具器具・備品（純額） 22,293 18,825

   土地 ※２・４  328,042 ※２・４  328,042

   有形固定資産合計 500,061 500,017

  無形固定資産   

   電話加入権 437 437

   ソフトウエア 5,742 1,584

   無形固定資産合計 6,179 2,021

  投資その他の資産   

   関係会社株式 180,000 180,000

   繰延税金資産 26,645 59,168

   その他 24,574 30,670

   投資その他の資産合計 231,219 269,838

  固定資産合計 737,460 771,877

 資産合計 3,956,666 4,429,933
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年９月30日)
当事業年度

(2020年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 824,163 809,035

  短期借入金 ※２・３  300,000 ※２・３  200,000

  1年内返済予定の長期借入金 - 87,600

  未払法人税等 19,729 30,232

  未払消費税等 124,131 -

  未成工事受入金 284,445 455,592

  未払費用 28,160 29,201

  預り金 5,457 5,693

  賞与引当金 12,241 12,670

  完成工事補償引当金 2,370 760

  その他 ※１  32,441 ※１  18,735

  流動負債合計 1,633,141 1,649,521

 固定負債   

  長期借入金 - 342,500

  退職給付引当金 52,494 51,333

  再評価に係る繰延税金負債 6,163 6,163

  その他 7,076 3,880

  固定負債合計 65,734 403,877

 負債合計 1,698,876 2,053,399

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 989,669 989,669

  資本剰余金   

   資本準備金 247,417 247,417

   その他資本剰余金 516,277 516,277

   資本剰余金合計 763,694 763,694

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 682,531 797,675

   利益剰余金合計 682,531 797,675

  自己株式 △1,940 △1,940

  株主資本合計 2,433,955 2,549,099

 評価・換算差額等   

  土地再評価差額金 △176,165 △176,165

  評価・換算差額等合計 △176,165 △176,165

 新株予約権 - 3,600

 純資産合計 2,257,790 2,376,534

負債純資産合計 3,956,666 4,429,933
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2018年10月１日
　至 2019年９月30日)

当事業年度
(自 2019年10月１日
　至 2020年９月30日)

完成工事高 ※１  4,665,490 5,025,975

完成工事原価 ※１  3,929,282 ※１  4,254,259

完成工事総利益 736,208 771,716

販売費及び一般管理費   

 役員報酬 48,582 64,043

 従業員給料手当 236,226 243,822

 賞与引当金繰入額 543 1,067

 退職給付費用 11,866 8,160

 法定福利費 39,288 41,276

 福利厚生費 6,330 4,326

 修繕維持費 ※１  4,487 ※１  4,809

 事務用品費 5,041 7,499

 通信交通費 28,905 27,480

 動力用水光熱費 4,433 5,390

 調査研究費 24,366 24,349

 広告宣伝費 9,233 4,840

 交際費 15,951 12,217

 寄付金 510 50

 地代家賃 48,662 51,986

 減価償却費 7,888 6,757

 事業税 17,594 19,671

 租税公課 5,153 4,563

 保険料 1,269 1,349

 貸倒引当金繰入額 △10 22,043

 雑費 62,288 66,856

 販売費及び一般管理費合計 578,614 622,563

営業利益 157,593 149,152

営業外収益   

 受取利息 11 50

 助成金収入 - ※３  5,504

 その他 3,132 693

 営業外収益合計 3,143 6,248

営業外費用   

 支払利息 5,411 5,483

 その他 799 62

 営業外費用合計 6,211 5,546

経常利益 154,526 149,855

特別損失   

 固定資産除却損 - ※２  825

 特別損失合計 - 825

税引前当期純利益 154,526 149,029

法人税、住民税及び事業税 ※１  30,777 ※１  34,563

法人税等調整額 19,238 △32,522

法人税等合計 50,015 2,040

当期純利益 104,510 146,989
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【完成工事原価報告書】

 

  
前事業年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費  1,131,925 28.8 1,463,725 34.4

Ⅱ 労務費  72,539 1.8 68,192 1.6

Ⅲ 外注費  1,664,664 42.4 1,607,006 37.8

Ⅳ 経費  1,060,153 27.0 1,115,335 26.2

(うち人件費)  (585,974) (14.9) (585,051) (13.8)

完成工事原価  3,929,282 100.0 4,254,259 100.0

      
 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2018年10月１日　至 2019年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 989,669 247,417 516,277 763,694 609,866 609,866

当期変動額       

剰余金の配当     △31,845 △31,845

当期純利益     104,510 104,510

当期変動額合計 － － － － 72,665 72,665

当期末残高 989,669 247,417 516,277 763,694 682,531 682,531
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計 土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △1,940 2,361,290 △176,165 △176,165 2,185,125

当期変動額      

剰余金の配当  △31,845   △31,845

当期純利益  104,510   104,510

当期変動額合計 － 72,665 － － 72,665

当期末残高 △1,940 2,433,955 △176,165 △176,165 2,257,790
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 当事業年度(自 2019年10月１日　至 2020年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 989,669 247,417 516,277 763,694 682,531 682,531

当期変動額       

剰余金の配当     △31,845 △31,845

当期純利益     146,989 146,989

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

      

当期変動額合計 － － － － 115,144 115,144

当期末残高 989,669 247,417 516,277 763,694 797,675 797,675
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計 土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △1,940 2,433,955 △176,165 △176,165 － 2,257,790

当期変動額       

剰余金の配当  △31,845    △31,845

当期純利益  146,989    146,989

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

    3,600 3,600

当期変動額合計 － 115,144 － － 3,600 118,744

当期末残高 △1,940 2,549,099 △176,165 △176,165 3,600 2,376,534
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法

 

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法。

主な耐用年数

建物・構築物       ９年～47年

機械・運搬具       ２年～８年

工具器具・備品     ２年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、ソフトウェアについては社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。

 
４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 工事損失引当金

事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額

を計上しております。

(4) 完成工事補償引当金

完成引渡済工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込額を加味して算定

した見積補償額を計上しております。

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末におい

て発生していると認められる額を計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。
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５．収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高は、4,295,634千円であります。

 
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度

への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納

税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３

月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018

年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基

づいております。

 
(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 
前事業年度

(2019年９月30日)
当事業年度

(2020年９月30日)

完成工事未収入金 48千円 ―千円

未収入金 ― 〃 591 〃

未払金 1,079 〃 156 〃
 

 

※２ 担保資産及び担保債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(2019年９月30日)
当事業年度

(2020年９月30日)

定期預金 65,048千円 ―千円

土地 207,358 〃 207,358 〃

建物 4,608 〃 2,771 〃

計 277,015千円 210,130千円
 

 

担保付債務は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(2019年９月30日)
当事業年度

(2020年９月30日)

短期借入金 100,000千円 100,000千円
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※３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2019年９月30日)
当事業年度

(2020年９月30日)

当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円

借入実行残高 300,000 〃 200,000 〃

差引額 500,000千円 600,000千円
 

 

 ４ 偶発債務

当社は、2019年8月29日に株式会社アークデザインインターナショナルより、工事請負代金55,604千円の支払いを

求める訴訟の提起を受けております。当社といたしましては、発注者を含めた３社間の合意書により発注者に対す

る当社の請負代金債権が、同社に譲渡することが合意されていることにより、請負代金債務は消滅したものと考え

ており、訴訟においても当社の正当性を主張していく方針であります。

 
(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

 
前事業年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

営業取引による取引高   

 完成工事高 80千円 ―千円

 完成工事原価 236 〃 43 〃

 修繕維持費 664 〃 664 〃

営業取引以外の取引による取引高   

 その他 925 〃 591 〃
 

 

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)

当事業年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)

機械・運搬具  ―千円 16千円

工具器具・備品 ― 〃 808 〃
 

 

※３ 助成金収入

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）等であります。

 
 

(有価証券関係)

子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

  (単位：千円)

区分 2019年９月30日 2020年９月30日

子会社株式 180,000 180,000

計 180,000 180,000
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

(2019年９月30日)

当事業年度

(2020年９月30日)

繰延税金資産     

賞与引当金 3,746千円 3,877千円

貸倒引当金 ― 6,748 〃

退職給付引当金 16,063 〃 15,707 〃

税務上の繰越欠損金 109,395 〃 70,632 〃

関係会社株式評価損 72,369 〃 72,369 〃

営業認可関連費用 23,715 〃 14,535 〃

その他 5,288 〃 4,980 〃

繰延税金資産小計 230,578千円 188,850千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △99,832 〃 △36,427 〃

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △104,100 〃 △93,255 〃

評価性引当額 △203,932 〃 △129,682 〃

繰延税金資産合計 26,645千円 59,168千円
 

　

２．再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳

 
前事業年度

(2019年９月30日)

当事業年度

(2020年９月30日)

繰延税金資産     

再評価に係る繰延税金資産 58,354千円 58,164千円

評価性引当額 △58,354 〃 △58,164 〃

再評価に係る繰延税金資産合計 ―千円 ―千円

繰延税金負債     

再評価に係る繰延税金負債 △6,163千円 △6,163千円

再評価に係る繰延税金負債の純額 △6,163千円 △6,163千円
 

 

３．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

(2019年９月30日)

当事業年度

(2020年９月30日)

法定実効税率 30.6％ 30.6％

(調整)     

住民税均等割等 4.9〃 5.1〃

留保金課税 0.7〃 1.9〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0〃 2.7〃

評価性引当額の増減 △5.8〃 △40.6〃

連結納税制度による影響額 0.6〃 △0.4〃

その他 △1.7〃 2.1〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.4％ 1.4％
 

　

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

72/82



 

(重要な後発事象)

2020年12月23日開催の取締役会において、第２回新株予約権の発行について決議しております。なお、詳細につ

きましては、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストック・オプション制

度の内容」に記載のとおりであります。

 
④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
及び減損損
失累計額又
は償却累計
額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産        

 建物 278,178 11,459 ― 289,638 212,920 8,082 76,717

 構築物 96,398 ― ― 96,398 89,896 833 6,502

 機械・運搬具 410,041 20,352 4,548 425,845 355,916 19,456 69,928

 工具器具・備品 170,420 5,252 76,692 98,980 80,154 7,911 18,825

 土地
328,042

[△170,001]
― ―

328,042
[△170,001]

― ―
328,042

[△170,001]

有形固定資産計
1,283,081

[△170,001]
37,064 81,241

1,238,904
[△170,001]

738,887 36,282
500,017

[△170,001]

無形固定資産        

 電話加入権 437 ― ― 437 ― ― 437

 ソフトウェア 48,994 141 ― 49,135 47,551 4,299 1,584

無形固定資産計 49,431 141 ― 49,573 47,551 4,299 2,021
 

(注) １. [ ]内は内書きで「土地再評価に関する法律」による再評価差額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

「建物」 社員寮改修工事 9,389千円

「機械・運搬具」 1.2ｍ巻取型延線車 18,800千円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

「工具器具・備品」 フレキシブル型ランニングボード 21,600千円

                   ４輪吊金車 16,875千円

 
 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金
（注）１

8 22,052 ― 8 22,052

賞与引当金 12,241 12,670 12,241 ― 12,670

完成工事補償引当金
（注）２

2,370 760 876 1,493 760
 

(注) １. 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２. 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、見積補償額の洗替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

重要な訴訟事件

重要な訴訟事件については、「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 (１) 財務諸表 注記事項 （貸借対照表

関係） ４ 偶発債務 」に記載のとおりであります。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

   取扱場所
   
   

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

   株主名簿管理人
   
   

(特別口座)
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

   取次所 ―

   買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由
により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたし
ます。
当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりであります。
https://ets-holdings.co.jp/

株主に対する特典 100株（１単元）以上保有の株主にクオ・カード（1,000円）
 

(注) 当社の株主は、定款の定めによりその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使する

ことができません。

① 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

② 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

 

EDINET提出書類

株式会社ＥＴＳホールディングス(E00258)

有価証券報告書

75/82



第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第104期(自 2018年10月１日 至 2019年９月30日)2019年12月20日関東財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2019年12月20日関東財務局長に提出。

 

(3) 四半期報告書及び確認書

第105期第１四半期(自 2019年10月１日 至 2019年12月31日)2020年２月13日関東財務局長に提出。

第105期第２四半期(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)2020年５月14日関東財務局長に提出。

第105期第３四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)2020年８月７日関東財務局長に提出。

 

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2019年12月23日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2020年12月22日
 

株式会社ＥＴＳホールディングス

取締役会 御中

 

監査法人 グラヴィタス  
 

京都府京都市

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 藤   本   良   治 ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 圓   岡   徳   樹 ㊞

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＥＴＳホールディングスの2019年10月１日から2020年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ＥＴＳホールディングス及び連結子会社の2020年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計

年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ETSホールディング

スの2020年9月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ETSホールディングスが2020年9月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠

して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上
　

 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2020年12月22日
 

株式会社ＥＴＳホールディングス

 取締役会 御中

 

監査法人 グラヴィタス  
 

京都府京都市

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 藤   本   良   治 ㊞

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 圓   岡   徳   樹 ㊞

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ＥＴＳホールディングスの2019年10月１日から2020年９月30日までの第105期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を

行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ＥＴＳホールディングスの2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、 職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
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関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

　
 

(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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